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一
、
二
、
１
．

（
略
）

２
．
二
〇
一
七
年
度
の
基
本
的
課
題

（
略
）

（
1
）
（
略
）
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
一
六
年
度
に
端
緒
を

開
い
て
き
た
国
会
議
員
や
政
党
と
の
協
力
・
共
同
関
係
の
強
化
を

通
じ
た
前
進
を
引
き
続
き
追
求
す
る
。
具
体
的
な
課
題
と
取
り
組

み
方
向
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
認
可
料
金
制
度
の
確
立
に
む
け
て
、
行
政
、
国
会
、
日
港
協
と

様
々
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
使
っ
た
運
動
に
踏
み
出
し
、
と
く
に
、
日

港
協
と
の
共
同
作
業
を
通
じ
た
取
り
組
み
を
探
求
す
る
。

②
政
府
の
推
進
す
る
骨
太
方
針
に
位
置
付
け
ら
れ
た
「
Ａ
Ｉ
」
、

「
Ｉ
ｏ
Ｔ
」
、
或
い
は
「
自
動
化
」
に
つ
い
て
、
雇
用
の
削
減
に

は
反
対
、
「
産
別
労
使
の
合
意
な
く
し
て
導
入
な
し
」
の
立
場
で

臨
む
。
ま
た
、
国
際
戦
略
港
湾
（
コ
ン
テ
ナ
・
バ
ル
ク
と
も
に
）

政
策
に
お
け
る
港
運
事
業
・
港
湾
労
働
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
、

持
続
可
能
な
港
運
事
業
、
雇
用
安
定
の
視
点
を
貫
く
政
策
転
換
を

展
望
し
て
い
く
。

③
非
指
定
港
問
題
は
、
雇
用
・
職
域
の
問
題
と
直
結
し
て
い
る
課

題
で
あ
り
、
地
区
港
湾
・
職
場
組
織
と
の
十
分
な
連
携
の
も
と
に

取
り
組
み
を
進
め
る
。

④
港
湾
労
働
法
の
全
港
・
全
職
種
適
用
の
課
題
に
つ
い
て
、
労
使

の
共
通
認
識
が
着
実
に
深
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
証
と
し
て
一
七
春

闘
協
定
で
「
全
国
適
用
を
理
解
す
る
」
と
明
記
し
た
。
こ
の
立
場

で
、
政
・
労
・
使
協
議
を
積
み
上
げ
て
い
く
。

⑤
荷
主
・
ユ
ー
ザ
ー
本
位
の
港
湾
・
物
流
政
策
が
、
関
税
制
度
の

規
制
緩
和
と
相
ま
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
通
過
貨
物
の
増
大
と
な
り
、

港
湾
の
職
域
・
業
域
を
更
に
狭
め
て
い
る
。
一
七
年
五
月
に
起
き

た
「
ヒ
ア
リ
」
の
上
陸
は
、
港
湾
の
水
際
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
重
要

性
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
具
体

的
に
は
税
関
行
政
の
規
制
緩
和
（
Ａ
Ｅ
Ｏ
等
）
、
コ
ン
テ
ナ
ラ
ウ

ン
ド
ユ
ー
ス
、
内
陸
倉
庫（
内
陸
通
関
の
拡
大
）問
題
に
つ
い
て
、

港
湾
運
送
行
為
そ
れ
自
体
を
否
定
し
か
ね
な
い
国
策
の
表
れ
を
明

ら
か
に
し
、
こ
れ
を
労
使
共
通
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
。

⑥
港
湾
政
策
の
審
議
・
作
成
過
程
に
労
働
組
合
と
し
て
関
与
す
る

必
要
か
ら
、
交
通
政
策
審
議
会
港
湾
分
科
会
へ
の
参
画
を
取
り
組

む
。

（
2
）
港
湾
労
働
政
策
・
制
度
に
関
し
、
労
働
環
境
整
備
と
不
可

分
な
関
係
に
あ
る
課
題
と
も
位
置
付
け
、
労
使
協
議
・
行
政
関
係

と
の
協
議
の
両
側
面
か
ら
追
求
す
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
課
題

で
あ
る
。

①
常
用
労
働
者
に
よ
る
港
湾
労
働
体
制
の
確
立

②
検
査
事
業
の
「
指
定
事
業
体
」
対
策
と
検
査
職
種
の
雇
用
安
定

の
確
立

③
関
連
職
種
の
事
業
基
盤
の
確
立
と
雇
用
・
労
働
条
件
の
向
上
へ

の
環
境
整
備

④
石
綿
被
害
対
策
に
関
す
る
四
者
協
議
の
促
進
と
具
体
的
対
策
の

探
求

⑤
安
心
・
安
全
の
職
場
環
境
の
確
立

（
3
）
労
働
環
境
の
整
備
、
労
働
条
件
の
向
上
に
向
け
た
産
別
協

定
の
改
定
を
含
め
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。
ま
た
、
荷
主
・
ユ
ー

ザ
ー
の
攻
勢
が
強
ま
る
中
で
、
事
前
協
議
制
度
の
抜
本
的
強
化
、

並
び
に
、
制
度
の
厳
格
な
運
用
と
「
協
議
」
そ
の
も
の
の
強
化
が

急
務
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
具
体
的
な
課
題
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

①
船
社
の
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
に
係
る
雇
用
と
職
域
の
確
保
を
取
り
組

む
。
と
り
わ
け
、
邦
船
三
社
の
統
合
へ
の
対
応
を
重
視
す
る
。
そ

の
際
、
一
七
春
闘
協
定
、
中
央
事
前
協
議
議
事
確
認
を
前
提
に
、

「
抜
本
的
な
対
策
」
の
確
立
を
め
ざ
し
、
雇
用
と
職
域
を
奪
う
も

の
に
は
断
固
と
し
た
姿
勢
で
臨
む
。

②
定
年
制
・
時
間
外
算
定
基
礎
分
母
・
週
休
二
日
制
な
ど
、
一
四

春
闘
協
定
以
降
の
労
使
協
議
の
到
達
点
を
踏
ま
え
、
そ
の
前
進
を

図
る
。
と
く
に
一
七
春
闘
で
確
認
し
た
「
定
年
制
」
に
関
す
る
協

議
の
促
進
を
図
り
、
早
急
に
解
決
の
展
望
を
見
出
す
よ
う
努
力
す

る
。

③
一
六
・
一
七
春
闘
の
課
題
（
熱
中
症
・
労
災
補
償
、
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
バ
ッ
ク
の
使
用
禁
止
）
の
解
決
・
前
進
を
図
る
。

④
そ
の
他
、
労
使
政
策
委
員
会
の
継
続
協
議
・
継
続
課
題
の
解
決

の
促
進

⑤
産
別
協
定
の
履
行
・
徹
底
を
日
常
的
課
題
と
し
て
取
り
組
む
。

（
4
）
産
別
労
使
関
係
の
強
化
と
産
別
組
織
強
化
の
課
題
は
次
の

通
り
と
す
る
。

①
「
独
禁
法
」
問
題
は
、
日
港
協
と
し
て
「
独
禁
法
に
抵
触
し
な

い
対
策
を
講
じ
る
」
こ
と
が
一
義
的
で
あ
り
、
労
使
協
議
と
は
次

元
を
異
に
す
る
事
項
と
整
理
し
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
図
る
。
ま

た
、
一
七
春
闘
の
経
験
を
踏
ま
え
「
制
度
賃
金
の
産
別
協
定
化
」

に
拘
っ
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。

②
相
互
信
頼
、
「
共
生
」
の
道
を
探
求
す
る
産
別
協
議
体
制
（
二

者
＝
二
者
協
議
体
制
）
を
深
化
さ
せ
、
ユ
ー
ザ
ー
・
行
政
・
国
会

に
働
き
か
け
る
労
使
の
力
を
つ
け
る
。

③
四
国
地
区
の
地
区
団
交
権
の
確
立
と
三
島
川
之
江
港
の
指
定
港

化
を
一
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
進
め
る
。
ま
た
、
鹿
島
・
千
葉

・
広
島
な
ど
、
地
区
港
湾
組
織
の
強
化
と
産
別
結
集
へ
の
具
体
化

を
展
望
し
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。

④
全
国
港
湾
そ
の
も
の
の
組
織
強
化
・
拡
大
、
産
別
機
能
の
強
化

を
進
め
る
。

（
5
）
「
グ
ロ
ー
バ
ル
危
機
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
正
義
へ
―
交
通
運

輸
労
働
者
の
反
撃
」
、
「
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
中
心
（
行
動
す
る
）
の

Ｉ
Ｔ
Ｆ
」
と
の
Ｉ
Ｔ
Ｆ
運
動
の
基
調
に
沿
っ
て
国
際
連
帯
活
動
を

促
進
す
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
課
題
を
遂
行
す
る
。

①
「
自
動
化
」
や
荷
主
・
船
社
の
横
暴
を
許
さ
な
い
た
た
か
い
を

日
本
か
ら
も
発
信
す
る
。

②
Ｉ
Ｔ
Ｆ
方
針
に
団
結
し
た
Ｐ
Ｏ
Ｃ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
の
国
際

活
動
を
促
進
す
る
。

③
世
界
の
港
湾
・
交
通
運
輸
労
働
者
（
組
合
）
と
の
相
互
連
帯
活

動
を
強
化
す
る
。

（
6
）
安
倍
首
相
自
身
が
、
憲
法
九
条
の
改
悪
案
を
一
七
年
秋
の

臨
時
国
会
で
提
案
す
る
と
公
言
し
た
。
労
働
法
制
や
社
会
保
障
の

改
悪
と
い
う
課
題
だ
け
で
な
く
、
平
和
・
民
主
主
義
・
国
の
在
り

方
の
根
底
が
崩
さ
れ
る
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
課
題

を
港
湾
労
働
者
に
立
脚
し
た
視
点
で
受
け
止
め
、
国
民
的
諸
課
題

の
取
り
組
み
強
化
、
及
び
共
闘
関
係
の
探
求
を
図
る
。

三
、
二
〇
一
七
年
度
の
具
体
的
取
り
組
み
に
つ
い
て

１
．
港
湾
政
策
に
関
す
る
取
り
組
み

（
１
）
港
湾
政
策
・
港
湾
労
働
政
策
に
つ
い
て

①
適
正
料
金
収
受
と
認
可
料
金
制
度
の
確
立
に
む
け
た
取
り
組
み

イ
、
労
使
政
策
委
員
会
や
中
央
港
湾
団
交
に
お
い
て
、
適
正
料
金

の
収
受
は
も
と
よ
り
、
認
可
料
金
制
度
に
戻
す
こ
と
の
意
義
、
認

可
料
金
に
戻
す
方
向
を
目
指
し
た
い
と
い
う
認
識
は
労
使
で
一
致

し
て
い
る
。
一
七
春
闘
協
定
で
は
「
労
使
の
政
策
課
題
と
し
て
認

識
し
、
そ
の
目
的
達
成
に
向
け
協
議
す
る
」
と
明
記
し
た
。
こ
の

立
場
で
一
歩
進
め
る
運
動
に
努
力
す
る
。

ロ
、
そ
の
た
め
に
、
本
年
度
こ
そ
、
「
（
仮
称
）
認
可
料
金
復
活

労
使
宣
言
」を
採
択
す
る
取
り
組
み
を
具
体
化
し
て
前
進
を
図
る
。

（
②
略
）

③
非
指
定
港
（
三
島
川
之
江
港
・
非
指
定
港
へ
の
貨
物
シ
フ
ト
）

問
題
に
つ
い
て

イ
、
（
略
）

ロ
、
し
た
が
っ
て
、
指
定
港
化
を
求
め
る
と
と
も
に
、「
指
定
港
」

と
な
っ
た
時
を
想
定
し
、
そ
の
場
合
の
変
化
も
見
通
し
た
取
り
組

み
が
重
要
で
あ
る
。
三
島
川
之
江
港
に
お
け
る
港
運
事
業
は
、
港

湾
労
働
者
の
職
域
で
あ
り
、
港
運
事
業
者
の
業
域
で
あ
る
と
の
立

場
で
、
新
規
許
可
の
在
り
方
や
既
存
施
設
の
就
労
の
主
体
は
誰
か

な
ど
、
地
元
労
働
組
合
及
び
地
元
事
業
者
と
の
協
議
・
検
討
を
重

ね
て
対
応
す
る
。

ハ
、
石
狩
湾
新
港
や
常
陸
那
珂
港
、
志
布
志
港
は
、
地
区
港
湾
を

主
体
と
し
た
指
定
港
化
、
許
可
事
業
者
に
よ
る
港
運
秩
序
の
確
立

に
む
け
た
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

す
る
取
り
組
み
を
進
め
る
。

④
交
通
政
策
審
議
会
港
湾
分
科
会
へ
の
参
画
め
ざ
し
て
、
行
政
・

国
会
な
ど
様
々
な
ル
ー
ト
へ
の
申
し
入
れ
等
を
進
め
な
が
ら
取
り

組
み
を
進
め
る
。

（
２
）
港
湾
通
過
貨
物
対
策
に
つ
い
て

①
港
湾
は
、港
運
事
業
者
と
港
湾
労
働
者
が
責
任
も
っ
て
行
う「
共

同
配
送
セ
ン
タ
ー
」
で
あ
り
、
安
心
・
安
全
の
社
会
的
な
役
割
を

担
う
公
共
財
で
あ
る
と
の
考
え
方
で
取
り
組
み
を
強
化
す
る
。
と

り
わ
け
、
「
ヒ
ア
リ
」
が
国
内
に
コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
通
じ
て
流
入

し
た
こ
と
は
、
港
湾
で
の
水
際
チ
ェ
ッ
ク
の
重
要
性
を
雄
弁
に
物

語
る
も
の
で
あ
り
、
安
全
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
港
湾

の
社
会
的
機
能
の
視
点
で
、
こ
の
教
訓
を
生
か
し
た
取
り
組
み
が

重
要
で
あ
る
。

②
通
関
行
政
の
規
制
緩
和
、
Ａ
Ｅ
Ｏ
制
度
へ
の
対
応
に
つ
い
て

現
在
の
通
関
行
政
は
「
税
の
徴
収
」
は
す
る
が
「
関
所
」
の
役

割
は
「
効
率
化
」
の
名
の
も
と
に
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
Ａ
Ｅ
Ｏ
制
度
の
本
質
が
荷
主
の

利
便
性
と
港
湾
作
業
の
省
力
化
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
ヒ
ア
リ
」

流
入
を
反
面
教
師
と
し
な
が
ら
、
通
関
行
政
の
規
制
緩
和
も
通
過

貨
物
対
策
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、
「
港
湾
で
貨
物
を
捌
き
、
港
湾

で
通
関
す
る
」
と
い
う
原
則
に
立
っ
た
政
策
へ
の
転
換
を
求
め
て

取
り
組
む
。

③
（
略
）

（
３
）
港
湾
労
働
と
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
制
度
・

政
策
課
題
等
に
つ
い
て

①
港
湾
労
働
法
の
全
港
・
全
職
種
適
用
に
つ
い
て

（
略
）

労
使
の
精
緻
な
議
論
の
促
進
と
行
政
や
労
政
審
港
湾
専
門
委
員

会
で
の
議
論
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
り
な
が
ら
、
政
・
労
・
使
が
一

体
的
に
取
り
組
め
る
よ
う
進
め
る
。

②
港
湾
労
働
法
と
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
法（
仮
称
）」
に
つ
い
て

イ
、
（
略
）

ロ
、
同
時
に
、
港
湾
労
働
法
は
「
派
遣
法
」
を
根
拠
法
と
し
て
お

り
、
常
用
派
遣
制
度
に
よ
っ
て
「
職
安
紹
介
」
「
直
庸
」
を
限
り

な
く
ゼ
ロ
に
し
て
い
く
と
の
法
の
主
旨
の
根
幹
に
触
れ
る
こ
と
も

予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
港
湾
労
働
法
へ
の
適
用
は
、
現
行

の
法
解
釈
・
運
用
を
逸
脱
さ
せ
な
い
範
囲
で
し
か
認
め
な
い
こ
と

を
基
本
に
対
応
す
る
。

②
地
方
港
に
お
け
る
「
特
定
港
湾
倉
庫
」
対
策
に
つ
い
て

（
略
）

組
合
が
パ
ト
ロ
ー
ル
で
摘
発
し
て
も
「
職
安
は
派
遣
法
の
適
用

や
港
湾
運
送
・
港
湾
労
働
法
と
の
関
係
を
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
」

可
能
性
が
あ
り
、
現
在
も
、
本
省
と
協
議
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ハ
、
港
頭
地
域
の
外
貨
を
扱
う
倉
庫
は
「
特
定
港
湾
倉
庫
」
と
し

て
確
定
さ
せ
、
雇
用
と
職
域
の
拡
大
に
つ
な
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
略
）

③
検
査
事
業
の
「
指
定
事
業
体
（
派
遣
会
社
）
」
対
策
に
つ
い
て

イ
、
一
七
春
闘
に
お
い
て
、
検
数
・
検
定
小
委
員
会
で
「
指
定
事

業
体
」
問
題
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
指
定
事
業
体

の
意
義
は
、
港
湾
運
送
事
業
分
野
に
一
般
派
遣
を
導
入
さ
せ
な
い

た
め
に
、
四
検
査
事
業
者
（
協
会
）
を
退
職
し
た
検
数
・
検
量
及

び
鑑
定
技
能
者
で
、
引
き
続
き
就
労
意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
を

「
指
定
事
業
体
」
に
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
の
派
遣
に
よ
っ
て
同

事
業
の
波
動
性
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
意
義

は
今
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
取
り
組
み
は
、
そ
の
後
の
事
業
運
営

に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
「
本
来
の
姿
」
に
戻
す
こ
と
に

あ
る
。

ロ
、
小
委
員
会
は
、
四
検
査
機
関
が
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
対
応
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
個
々
の
事
情
の
違
い
も
認
め
つ
つ
、
指
定

事
業
体
の
法
的
あ
り
方
の
整
理
も
含
め
対
策
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
。

ハ
、
な
お
、
指
定
事
業
体
に
関
わ
っ
て
、
検
査
事
業
を
港
湾
労
働

法
の
適
用
事
業
と
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
を
促
進
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
も
念
頭
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。（
①
②
③
略
）

④
常
用
労
働
者
中
心
の
港
湾
労
働
体
制
の
確
立
に
む
け
て
、
「
日

雇
い
不
使
用
協
定
」
の
厳
守
を
基
本
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

⑤
石
綿
被
害
対
策
に
関
す
る
四
者
協
議
と
港
運
労
使
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

イ
、
こ
の
間
、
国
会
議
員
を
介
し
た
協
議
を
進
め
た
経
緯
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
労
働
安
全
衛
生
法
の「
事
業
主
責
任
」と
、「
一

義
的
に
は
国
の
責
任
」
と
い
う
港
運
労
使
の
基
本
認
識
に
よ
る
論

点
の
違
い
か
ら
、
か
み
合
っ
た
協
議
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
建
設
労
働
者
が
「
政
府
に
よ
る
基
金
創
設
」
の
要
求
を
掲

げ
て
裁
判
闘
争
に
踏
み
切
っ
て
い
る
こ
と
の
論
点
に
学
び
、
全
国

港
湾
と
し
て
、
行
政
・
国
会
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
生
か
し
た
取
り
組

み
を
模
索
す
る
こ
と
と
す
る
。

ロ
、各
地
区
で
石
綿
被
災
者
救
済
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
が
、

あ
ら
た
め
て
、
「
平
和
裏
で
早
期
の
救
済
措
置
」
、
「
港
運
事
業

基
盤
へ
の
配
慮
」
を
再
確
認
し
、
安
易
な
係
争
事
件
に
発
展
し
な

い
よ
う
中
央
・
地
区
が
一
体
で
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

（
４
）
制
度
・
政
策
課
題
の
前
進
の
た
め
の
政
党
と

の
関
係
に
つ
い
て

①
（
略
）
一
七
春
闘
で
は
、
全
国
港
湾
の
要
求
や
行
政
へ
の
申
し

入
れ
に
つ
い
て
各
政
党
に
理
解
を
求
め
つ
つ
、
港
湾
労
働
者
の
要

求
を
掲
げ
た
院
内
集
会
へ
の
参
加
を
要
請
し
た
。

②
そ
の
結
果
、
民
進
党
・
日
本
共
産
党
・
自
由
党
・
社
民
党
・
沖

縄
の
風
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
各
党
か
ら
、
港
湾
労
働
者

の
要
求
に
対
す
る
理
解
と
賛
同
が
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
具
体

的
な
港
湾
労
働
者
の
要
求
に
つ
い
て
、
国
会
質
問
が
行
わ
れ
、
課

題
解
決
に
向
け
た
動
き
が
作
ら
れ
た
。

③
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
全
国
港
湾
の
要
求
に
つ
い
て
理
解
と
協

力
、
共
同
関
係
が
可
能
な
政
党
（
国
会
議
員
）
と
は
、
よ
り
日
常

的
に
相
互
理
解
と
協
力
を
強
め
る
取
り
組
み
を
進
め
る
。

２
．
雇
用
安
定
・
港
湾
運
送
と
港
湾
労
働
秩
序
の
確

立
へ

（
１
）
産
別
協
定
／
春
闘
協
定
（
定
年
制
・
時
間
外

算
定
基
礎
分
母
・
週
休
二
日
制
）
の
履
行
・
実
施

①
一
四
春
闘
協
定
の
具
体
的
実
施
に
つ
い
て
、
中
央
・
地
区
・
単

組
（
職
場
）
が
一
体
で
、
実
施
計
画
を
立
て
、
着
実
に
課
題
の
到

達
に
進
め
る
よ
う
取
り
組
む
。

②
六
五
歳
定
年
制
は
、
一
六
春
闘
協
定
で
「
六
二
歳
ま
で
の
定
年

延
長
の
必
要
性
は
理
解
す
る
」と
し
、
一
七
春
闘
協
定
で
は
、「
定

年
延
長
問
題
に
つ
い
て
は
…
年
内
を
め
ど
に
」
専
門
委
員
会
で
調

査
研
究
を
進
め
、
そ
の
報
告
に
沿
っ
て
労
使
政
策
委
員
会
で
協
議

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
現
在
、
定
年
制
の
実
態
な
ど
に
つ
い
て

調
査
を
し
て
い
る
が
、
日
港
協
、
或
い
は
各
事
業
者
に
中
に
は「
定

年
延
長
実
施
の
た
め
の
協
議
」
で
は
な
く
、
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー
ト

と
い
う
誤
っ
た
認
識
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
春
闘
協
定
の
趣
旨
を
逸

脱
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
を
克
服
し
つ
つ
、
専
門
委
員

会
で
の
協
議
を
進
め
、
一
八
春
闘
を
展
望
し
な
が
ら
解
決
を
図
る

こ
と
と
す
る
。

③
時
間
外
算
定
基
礎
分
母
に
つ
い
て
、
六
大
港
船
内
船
側
沿
岸
職

種
は
、
一
七
春
闘
協
定
に
お
い
て
一
四
九
時
間
で
確
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
協
定
の
点
検
を
進
め
、
未
達
の
場
合
は
直
ち
に
具
体

化
に
向
け
て
取
り
組
む
。
そ
の
他
の
港
湾
・
職
種
に
つ
い
て
は
、

同
協
定
に
も
と
づ
き
、
一
七
年
四
月
一
日
実
施
で
無
条
件
に
一
時

間
減
ず
る
こ
と
と
し
、
二
〇
二
五
年
ま
で
に
引
き
続
き
「
一
年
に

つ
き
一
時
間
減
を
目
途
に
」
前
進
さ
せ
る
よ
う
取
り
組
む
。

④
週
休
二
日
制
に
つ
い
て
、
六
大
港
船
内
船
側
沿
岸
職
種
以
外
の

港
湾
・
職
種
に
お
い
て
は
、
す
で
に
「
四
週
六
休
」
は
確
定
し
て

い
る
。
そ
の
う
え
で
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
週
休
二
日
制
を
実
施

す
る
よ
う
協
定
化
し
て
い
る
。
そ
の
進
め
方
に
お
い
て
は
、
当
該

企
業
内
の
他
の
制
度
と
も
リ
ン
ク
す
る
課
題
で
あ
り
、
政
策
委
員

会
等
で
「
指
導
」
を
求
め
て
も
、
当
該
地
区
や
企
業
内
の
努
力
が

な
け
れ
ば
前
進
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
当
該
企
業
内（
単
組
内
）

で
の
協
議
促
進
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
取
り
組

む
。（

２
）
一
七
春
闘
課
題
（
事
前
協
議
制
度
の
抜
本
的

拡
充
、
関
連
職
種
の
課
題
）

①
事
前
協
議
の
運
用
強
化
と
雇
用
と
職
域
を
守
る
運
動
に
つ
い
て

イ
、
事
前
協
議
制
度
の
対
象
に
つ
い
て
、
「
荷
主
・
メ
ー
カ
ー
等

が
港
頭
地
区
に
進
出
す
る
件
」
及
び
「
自
動
車
専
用
船
を
追
加
す

る
件
」
を
要
求
し
、
「
制
度
の
手
続
き
及
び
運
用
面
で
の
課
題
に

つ
い
て
中
央
事
前
協
議
会
に
お
い
て
協
議
す
る
」
と
確
認
し
て
い

る
。

ロ
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
日
港
協
事
務
局
案
に
つ
い
て
事
前
協
議

労
側
委
員
で
検
討
を
進
め
て
い
る
が
、
引
き
続
き
要
求
の
趣
旨
に

沿
っ
て
改
定
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
。

②
船
社
の
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
再
編
、
「
合
理
化
」
に
対
す
る
取
り
組

み

イ
、
一
七
春
闘
協
定
を
前
提
と
し
て
、
当
該
地
区
に
お
い
て
「
具

体
的
に
仕
事
が
確
保
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
ま
で
確
認
す
る
事
前
協
議

と
し
て
強
化
す
る
。

ロ
、
一
六
年
度
の
取
り
組
み
の
中
で
得
た
教
訓
は
、
「
港
運
労
使

が
船
社
に
提
案
し
協
議
す
る
」
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
め
る
事
前
協

議
制
度
の
運
用
を
図
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
船
社
の
申
請
が
あ

り
、
そ
れ
を
港
運
労
使
が
措
置
す
る
と
い
う
対
応
だ
け
で
は
、
船

社
の
「
合
理
化
」
を
港
運
労
使
が
全
体
と
し
て
「
分
か
ち
合
っ
て

受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
く
だ
け
で
、
雇
用
と
職
域

は
縮
小
均
衡
に
進
む
だ
け
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
場
合
に

よ
っ
て
は
船
社
の
協
力
も
取
り
付
け
て
対
応
す
る
な
ど
、
事
前
協

議
制
度
の
抜
本
的
な
運
営
改
善
の
検
討
・
協
議
へ
と
進
め
る
よ
う

取
り
組
む
。

③
関
連
事
業
の
基
盤
強
化
と
関
連
労
働
者
の
雇
用
安
定
に
つ
い
て

関
連
職
種
の
事
業
基
盤
強
化
、
労
働
環
境
整
備
に
資
す
る
日
港

協
の
支
援
策
の
具
体
化
に
向
け
た
調
査
を
進
め
、
現
在
は
、
そ
の

結
果
の
精
査
と
具
体
策
の
検
討
へ
と
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。

当
初
の
目
的
に
沿
っ
た
「
支
援
策
の
具
体
化
」
に
一
歩
一
歩
前
進

で
き
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
産
別
協
定
の
履
行
・
徹
底
（
と
く
に
単
組
・

地
区
港
湾
の
運
動
に
力
点
を
お
い
て
）

①
春
闘
協
定
の
履
行
・
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
地
区
・
単
組
（
職

場
）
の
運
動
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
常
的
な
パ
ト
ロ

ー
ル
行
動
に
加
え
、
地
区
港
湾
主
導
に
よ
る
「
企
業
内
協
定
の
点

検
・
履
行
活
動
」
を
呼
び
か
け
る
。
そ
の
際
、
一
七
春
闘
協
定
で

確
認
し
た
下
記
の
課
題
を
、
地
区
産
別
の
役
割
を
発
揮
す
べ
き
課

題
と
位
置
づ
け
、
中
央
労
使
協
議
も
、
こ
れ
を
促
進
す
る
よ
う
取

り
組
む
。
（
②
略
）

（
４
）
港
湾
運
送
秩
序
の
確
立
と
港
湾
の
社
会
的
機

能
の
発
揮
の
た
め
（
検
査
事
業
の
発
展
へ
）

（
略
）

検
数
事
業
に
あ
っ
て
は
「
全
貨
検
数
協
定
」
の
徹
底
履
行
の
取

り
組
み
、
検
定
事
業
に
あ
っ
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｌ
貨
物
の
「
全
貨
検
量

協
定
」
の
適
用
復
活
の
取
り
組
み
を
進
め
る
。
当
面
的
に
は
、
検

査
職
種
の
産
別
的
労
使
協
議
へ
の
問
題
提
起
か
ら
開
始
し
、
そ
の

際
、
「
安
全
と
安
心
、
公
正
・
公
平
競
争
は
コ
ス
ト
に
変
え
ら
れ

な
い
」
と
の
視
点
で
、
検
査
事
業
の
社
会
的
役
割
と
自
ら
の
雇
用

の
問
題
を
結
合
さ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

（
５
）
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約
の
改
正
に
伴
う
重
量
証
明

に
つ
い
て

（
略
）

全
国
港
湾
と
し
て
信
頼
す
る
四
検
査
機
関
（
海
事
検
定
・
シ
ン

ケ
ン
・
全
検
・
日
検
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
港
運
労
使
の
課

題
に
位
置
づ
け
取
り
組
む
。

３
．
労
使
政
策
委
員
会
を
中
心
と
し
た
諸
課
題
の
推

進（
１
）
労
使
の
認
可
料
金
制
度
復
活
に
向
け
た
取
り

組
み
の
具
体
化

認
可
料
金
制
度
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
律
的
な
課
題
で
あ

り
、
行
政
施
策
に
係
る
課
題
で
あ
る
。
（
略
）
労
使
が
国
会
や
行

政
に
働
き
か
け
て
い
け
る
土
壌
を
作
り
、
先
に
あ
げ
た
「
労
使
宣

言
（
仮
称
）
」
の
取
り
組
み
を
進
め
具
体
化
に
踏
み
出
す
こ
と
と

す
る
。

（
２
）
継
続
協
議
事
項
の
推
進

①
ゲ
ー
ト
オ
ー
プ
ン
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
個
々
の

事
案
（
港
）
の
検
討
に
よ
っ
て
対
応
し
て
き
た
。
し
か
し
、
事
の

本
質
は
港
湾
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
り
、そ
の
立
場
か
ら
、

港
湾
管
理
者
や
国
に
「
労
使
の
提
言
」
と
し
て
問
題
提
起
し
、
港

運
労
使
だ
け
が
汗
を
か
く
よ
う
な
対
応
に
区
切
り
を
つ
け
ら
れ
る

よ
う
進
め
る
。

②
独
禁
法
問
題
に
つ
い
て

イ
、

（
略
）

ロ
、
全
国
港
湾
の
「
独
禁
法
」
に
関
す
る
考
え
方
は
、
以
下
の
通

り
明
解
で
あ
る
。

ａ
、
産
別
交
渉
で
賃
金
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
自
体
、
何
ら
問
題

は
な
く
、
独
禁
法
に
触
れ
る
恐
れ
は
な
い
。
独
禁
法
に
よ
っ
て
判

断
さ
れ
る
の
は
、
事
業
者
の
行
為
で
あ
っ
て
、
労
働
者
（
労
働
組

合
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ｂ
、
賃
金
交
渉
の
結
果
、
賃
金
引
上
げ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
が
仮

に
作
業
料
金
に
効
果
が
生
ま
れ
る
と
し
て
も
、
憲
法
上
認
め
ら
れ

た
労
働
基
本
権
の
効
果
で
あ
っ
て
、そ
れ
に
独
禁
法
は
及
ば
な
い
。

ｃ
、
問
題
は
、
こ
の
賃
金
交
渉
の
結
果
に
関
す
る
効
果
を
ど
の
よ

う
な
方
法
で
表
す
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
、
事
業
者
が
個
別

に
行
う
営
業
行
為
の
問
題
で
あ
る
。

ハ
、
し
た
が
っ
て
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
権
利
と
し
て
、
「
産
別

交
渉
・
産
別
協
定
締
結
」
に
拘
っ
た
労
使
協
議
を
進
め
る
。
一
七

年
六
月
の
労
使
政
策
委
員
会
で
は
、
事
態
に
変
化
な
く
推
移
す
る

な
ら
、「
年
末
年
始
荷
役
は
協
力
で
き
な
い
」こ
と
を
通
知
し
た
。

秋
年
末
闘
争
で
は
、
こ
れ
が
焦
点
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
で
進
む

こ
と
が
共
通
認
識
と
な
る
よ
う
全
組
織
に
理
解
を
求
め
る
。

ニ
、
一
七
春
闘
協
定
で
産
別
制
度
賃
金
と
し
て
明
記
で
き
な
か
っ

た
「
一
六
八
、
九
二
〇
円
」
は
、
放
置
す
れ
ば
、
そ
の
意
義
が
薄

れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
春
闘
に
お
い

て
産
別
協
定
と
し
て
改
定
し
て
明
記
す
る
こ
と
で
一
七
春
闘
の
数

字
を
実
質
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
八
春
闘
へ
の
準
備
と

し
て
、
こ
の
た
た
か
い
の
必
要
性
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

③
時
間
外
割
増
率
の
制
定
に
関
す
る
協
議
の
促
進

一
三
春
闘
で
要
求
し
て
以
降
、
踏
み
込
ん
だ
協
議
に
な
っ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
、
一
六
春
闘
に
お
い
て
労
使
政
策
委
員
会
で
の

協
議
に
付
す
こ
と
と
な
り
、
一
七
春
闘
で
は
議
論
の
緒
に
就
く
こ

と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。
産
別
協
定
に
、
こ
の
規
定
が
な
い
の
は

弱
点
で
あ
り
、
粘
り
強
く
交
渉
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

④
年
末
年
始
特
別
有
給
休
暇
の
休
日
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

イ
、
年
末
年
始
特
別
例
外
荷
役
の
実
施
は
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
要

請
が
あ
り
、
必
要
な
賃
金
や
手
当
を
支
払
う
こ
と
の
確
認
が
で
き

る
か
で
判
断
す
る
。
た
だ
し
、
先
述
し
た
通
り
、
本
年
度
は
独
禁

法
問
題
が
解
決
し
な
い
限
り
「
協
力
し
な
い
」
こ
と
を
基
本
と
し

て
対
応
す
る
。

ロ
、
一
二
春
闘
協
定
で
、
一
二
月
三
一
日
の
休
日
化
を
協
議
す
る

に
際
し
て
は
、
「
一
月
四
日
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
協
議
す
る
」

と
確
認
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
月
四
日
を
平
日
扱
い
と
し
た
い

と
す
る
日
港
協
の
提
起
に
つ
い
て
、
平
日
化
を
合
意
は
で
き
な
い

が
、
日
港
協
が
提
案
す
る
権
利
は
あ
る
の
だ
か
ら「
協
議
は
す
る
」

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
昨
年
段
階
の
労
使
政
策
委
員
会

で
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
「
一
月
四
日
の
平
日
化
に
は
基
本
的
に

反
対
の
立
場
」
で
対
応
す
る
。

ハ
、
昨
年
度
一
二
月
三
一
日
を
「
年
末
年
始
休
日
」
と
し
た
こ
と

で
、
い
わ
ゆ
る
年
末
年
始
特
別
有
給
休
暇
と
し
て
残
り
、
休
日
化

へ
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
月
四
日
の
み
と
な
っ
た
。
本
年

度
は
、
年
末
年
始
休
日
に
し
て
い
く
年
度
で
は
な
い
が
、
来
年
度

に
控
え
て
い
る
だ
け
に
、
上
記
ハ
項
の「
平
日
化
問
題
で
の
立
場
」

を
改
め
て
再
確
認
し
て
お
く
。

（
３
）
産
別
協
定
の
全
港
・
全
職
種
適
用
へ
の
拡
充

と
整
理

①
産
別
協
定
は
、
第
五
条
（
適
用
範
囲
）
に
お
い
て
「
こ
の
労
働

協
約
は
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
港
湾
で
働
く
す
べ
て
の
港
湾

労
働
者
に
対
し
て
適
用
す
る
」
と
し
、
「
た
だ
し
、
各
協
定
条
項

に
適
用
範
囲
を
明
記
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
適
用
す
る
。
」

と
明
記
し
て
い
る
。

②
（
略
）
し
か
し
、
例
え
ば
、
週
休
二
日
制
は
六
大
港
船
内
船
側

沿
岸
職
種
が
適
用
で
あ
る
一
方
、
年
末
年
始
例
外
荷
役
は
全
国
適

用
と
い
っ
た
矛
盾
が
あ
る
。

③
し
た
が
っ
て
、
次
の
考
え
方
で
要
求
し
取
り
組
む
。

イ
、
産
別
協
定
は
「
全
港
・
全
職
種
適
用
」
と
す
る
よ
う
改
定
要

求
を
行
い
、
拡
充
す
る
。

ロ
、
対
象
を
限
定
す
る
必
要
の
あ
る
協
定
に
限
っ
て
、
「
例
外
的

に
適
用
を
特
定
」
す
る
。

ハ
、
二
〇
一
三
年
以
降
の
協
定
を
現
行
協
定
集
に
組
み
込
み
整
理

・
編
纂
す
る
。

ニ
、
具
体
的
に
は
、
一
八
春
闘
で
要
求
し
、
一
八
春
闘
協
定
も
含

め
て
編
纂
作
業
を
進
め
る
。

４
．
安
全
対
策
、
安
心
・
安
全
の
職
場
目
指
し
て

（
１
）
安
全
専
門
委
員
会
を
中
心
と
し
た
、
着
実
な

安
全
対
策

①
一
六
春
闘
協
定
で
確
認
し
た
、
熱
中
症
対
策
、
労
働
災
害
補
償

制
度
の
確
立
に
向
け
た
取
り
組
み
は
、
安
全
専
門
委
員
会
を
中
心

に
進
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
き
続
き
、
専
門
委
員
会
の
取

り
組
み
を
強
化
し
、
要
求
と
諸
課
題
の
前
進
を
図
る
。

②
一
七
春
闘
協
定
に
お
い
て
、
日
港
協
は
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
バ
ッ

ク
に
よ
る
液
体
輸
送
事
故
に
つ
い
て
は
事
態
を
重
視
」
す
る
と
し

て
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
協
定
に
盛
り
込
ん
だ
経
緯
が
あ
る
。
国

会
質
問
等
の
取
り
組
み
の
結
果
、
経
産
省
・
国
土
交
通
省
も
再
調

査
に
乗
り
出
し
て
い
る
。安
全
へ
の
労
使
の
社
会
的
使
命
と
し
て
、

い
ち
早
く
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
安
全
専
門
委
員
会
な
ど
で
対

応
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
日
常
的
な
安
全
活
動
の
活
性
化
へ
／
安
全
な

く
し
て
労
働
な
し

（
①
②
略
）

③
一
七
年
六
月
の
「
ヒ
ア
リ
」
の
流
入
は
、
港
湾
労
働
者
の
安
全

だ
け
で
な
く
、
国
民
の
安
全
を
守
る
港
湾
の
使
命
を
再
確
認
で
き

る
事
態
で
あ
り
、
こ
の
経
験
を
活
か
し
、
何
よ
り
も
「
水
際
チ
ェ

ッ
ク
」
の
重
要
性
を
社
会
的
に
も
発
信
し
て
い
け
る
よ
う
努
力
す

る
。

④
気
候
変
動
・
異
常
気
象
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
豪
雨
・
雷
・
竜
巻

と
い
っ
た
気
象
変
化
が
、
職
場
と
港
湾
労
働
者
の
安
全
を
脅
か
し

て
い
る
。
広
大
な
エ
リ
ア
に
あ
っ
て
、
急
な
落
雷
や
竜
巻
に
港
湾

労
働
者
は
逃
げ
場
の
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
津
波
対
策
と

同
様
に
「
一
斉
避
難
警
報
」
や
「
避
難
施
設
の
設
置
」
等
の
対
策

に
つ
い
て
具
体
化
の
検
討
を
進
め
る
。

（
3
）
原
発
事
故
に
と
も
な
う
放
射
能
汚
染
の
影
響
は
今
も
続
い

て
い
る
。
少
な
く
な
っ
た
か
ら
安
全
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
引
き
続
き
港
湾
労
働
者
を
守
る
立
場
か
ら
、
輸
出
中

古
自
動
車
（
建
機
含
む
）
の
線
量
検
査
を
四
検
中
心
に
行
う
こ
と

と
す
る
。

５
．
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
安
全
運
送
な
ど
の
課
題
に
つ

い
て

（
１
）
四
五
Ｆ
コ
ン
テ
ナ
輸
送
に
反
対
す
る
取
り
組

み
に
つ
い
て

①
四
五
Ｆ
コ
ン
テ
ナ
の
公
道
走
行
を
認
め
な
い
取
り
組
み
を
進
め

る
。
ま
た
、
幅
広
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
も
、
一
つ
一
つ
労
使
が
情

報
を
つ
か
み
「
安
全
」
第
一
で
対
応
す
る
よ
う
取
り
組
む
。

②
中
央
・
地
区
と
一
体
の
取
り
組
み
と
し
て
、
都
道
府
県
道
路
局

や
警
察
へ
の
申
し
入
れ
や
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業
者
へ
の
申
し
入
れ

な
ど
、
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
か
ら
出
さ
な
い
」
、
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
持

ち
込
ま
な
い
」
取
り
組
み
を
検
討
し
実
施
す
る
。

（
2
）
二
〇
一
五
年
に
国
交
省
が
発
出
し
た
、
「
国
際
海
上
コ
ン

テ
ナ
の
陸
上
に
お
け
る
安
全
輸
送
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
改
訂
に

つ
い
て
」
に
着
目
し
、
検
査
事
業
者
に
重
量
証
明
の
推
進
と
同
時

に
、
国
民
の
安
全
・
安
心
、
ド
ラ
イ
バ
ー
自
身
の
安
全
を
確
保
す

る
こ
と
を
、
行
政
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
、
荷
主
へ
の
周
知
徹
底
を

図
る
こ
と
と
す
る
。

（
3
）
引
き
続
き
「
海
上
コ
ン
テ
ナ
安
全
運
送
法
（
仮
称
）
」
の

制
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。

四
、
五
、
六
、
七
、

（
略
）

二
〇
一
七
年
度
運
動
方
針（
案
）抜
粋

二
〇
一
七
年
度
運
動
方
針（
案
）抜
粋


